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取組名 品目 面積要件 留意事項
畑作物・地域
特産物

ホップ
染料作物 ３ヘクタール

果樹 果樹農業振興特別
措置法施行令（昭
和36年 政 令 第145
号）第２条に定め
る果樹

10ヘクタール

上記以外の果樹 ３ヘクタール
野菜 露地野菜 ５ヘクタール

施設野菜 ３ヘクタール
花き 露地花き　　　 ３ヘクタール

施設花き ２ヘクタール

ウ　配分基準通知第１の２の（１）のアに規定する優先枠のうち、中山間地域の競争力強化に向けた体制整
備の取組であって、地域別農業振興計画に基づき行われるものについては、都道府県知事が、中山間地域
の競争力強化のために特に必要と認める場合に限り、イの定めによらず、本事業に取り組むことができる
ものとする。

５　共同利用施設等の基準
　要綱別表１のⅠのメニューの欄の１の（１）の耕種作物小規模土地基盤整備、飼料作物作付及び家畜放牧等
条件整備、耕種作物共同利用施設整備、畜産物共同利用施設整備については、次のとおりとする。

共同利用施設等 補助対象基準
耕種作物小規模土地基盤整備 ・市町村又は事業実施地区全体の土地基盤整備の計画に留意しつつ、事前に

土地改良事業を実施する土地基盤関係部局との調整を十分に行うものとする。
・受益面積は、原則として１ヘクタール以上５ヘクタール未満とする。
　ただし、果樹及び茶の取組のうち、土地改良事業（農山漁村振興交付金実
施要領（平成28年４月１日付け27農振第2326号農林水産省農村振興局長通知）
別紙１の別表の１の（１）の基盤整備）において、助成対象とならない優良
品種系統等への改植・高接及びこれと一体的に行う園地改良にあっては、上
記に定める事業規模以上についても実施できるものとする。
・地域の実情等に応じ、事業費の低減を図るため適切と認める場合には、直
営施工を推進するものとする。
・用地の買収若しくは賃借に要する費用又は補償費については、「土地改良事
業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱について」（昭和38年３月23日付け農
地第251号（設）農林省農地局長通知）を準用するものとする。
・水田農業構造改革対策実施要綱に基づく水田農業構造改革対策の円滑な推
進を図るため、極力、通年施行方式（水田農業構造改革対策実施要綱別紙１
の第５の１の（３）の土地改良通年施行をいう。）により行うものとする。
・耕作道等を整備する場合にあっては、「かんきつ産地緊急対策事業に係る農
道整備について」（平成元年７月７日付け元農蚕第4392号農林水産省農蚕園芸
局長通知）に準ずるものとする。

ほ場整備
園地改良 ・茶を対象とする場合、作業の機械化による省力化及び低コスト化を前提と

し、既存園の整理に伴う処理、うね向き変更等をいうものとする。
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取組名 品目 面積要件 留意事項
畑作物・地域
特産物

ホップ
染料作物 ３ヘクタール

果樹 果樹農業振興特別
措置法施行令（昭
和36年 政 令 第145
号）第２条に定め
る果樹

10ヘクタール

上記以外の果樹 ３ヘクタール
野菜 露地野菜 ５ヘクタール

施設野菜 ３ヘクタール
花き 露地花き　　　 ３ヘクタール

施設花き ２ヘクタール

ウ　配分基準通知第１の２の（１）のアに規定する優先枠のうち、中山間地域の競争力強化に向けた体制整
備の取組であって、地域別農業振興計画に基づき行われるものについては、都道府県知事が、中山間地域
の競争力強化のために特に必要と認める場合に限り、イの定めによらず、本事業に取り組むことができる
ものとする。

５　共同利用施設等の基準
　要綱別表１のⅠのメニューの欄の１の（１）の耕種作物小規模土地基盤整備、飼料作物作付及び家畜放牧等
条件整備、耕種作物共同利用施設整備、畜産物共同利用施設整備については、次のとおりとする。

共同利用施設等 補助対象基準
耕種作物小規模土地基盤整備 ・市町村又は事業実施地区全体の土地基盤整備の計画に留意しつつ、事前に

土地改良事業を実施する土地基盤関係部局との調整を十分に行うものとする。
・受益面積は、原則として１ヘクタール以上５ヘクタール未満とする。
　ただし、果樹及び茶の取組のうち、土地改良事業（農山漁村振興交付金実
施要領（平成28年４月１日付け27農振第2326号農林水産省農村振興局長通知）
別紙１の別表の１の（１）の基盤整備）において、助成対象とならない優良
品種系統等への改植・高接及びこれと一体的に行う園地改良にあっては、上
記に定める事業規模以上についても実施できるものとする。
・地域の実情等に応じ、事業費の低減を図るため適切と認める場合には、直
営施工を推進するものとする。
・用地の買収若しくは賃借に要する費用又は補償費については、「土地改良事
業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱について」（昭和38年３月23日付け農
地第251号（設）農林省農地局長通知）を準用するものとする。
・水田農業構造改革対策実施要綱に基づく水田農業構造改革対策の円滑な推
進を図るため、極力、通年施行方式（水田農業構造改革対策実施要綱別紙１
の第５の１の（３）の土地改良通年施行をいう。）により行うものとする。
・耕作道等を整備する場合にあっては、「かんきつ産地緊急対策事業に係る農
道整備について」（平成元年７月７日付け元農蚕第4392号農林水産省農蚕園芸
局長通知）に準ずるものとする。

ほ場整備
園地改良 ・茶を対象とする場合、作業の機械化による省力化及び低コスト化を前提と

し、既存園の整理に伴う処理、うね向き変更等をいうものとする。
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取組名 品目 面積要件 留意事項
畑作物・地域
特産物

ホップ
染料作物 ３ヘクタール

果樹 果樹農業振興特別
措置法施行令（昭
和36年 政 令 第145
号）第２条に定め
る果樹

10ヘクタール

上記以外の果樹 ３ヘクタール
野菜 露地野菜 ５ヘクタール

施設野菜 ３ヘクタール
花き 露地花き　　　 ３ヘクタール

施設花き ２ヘクタール

ウ　配分基準通知第１の２の（１）のアに規定する優先枠のうち、中山間地域の競争力強化に向けた体制整
備の取組であって、地域別農業振興計画に基づき行われるものについては、都道府県知事が、中山間地域
の競争力強化のために特に必要と認める場合に限り、イの定めによらず、本事業に取り組むことができる
ものとする。

５　産地基幹施設等の基準
　要綱別表１のⅠのメニューの欄の１の（１）の耕種作物小規模土地基盤整備、飼料作物作付及び家畜放牧等
条件整備、耕種作物産地基幹施設整備、畜産物産地基幹施設整備については、次のとおりとする。

産地基幹施設等 補助対象基準
耕種作物小規模土地基盤整備 ・市町村又は事業実施地区全体の土地基盤整備の計画に留意しつつ、事前に

土地改良事業を実施する土地基盤関係部局との調整を十分に行うものとする。
・受益面積は、原則として１ヘクタール以上５ヘクタール未満とする。
　ただし、果樹及び茶の取組のうち、土地改良事業（農山漁村振興交付金実
施要領（平成28年４月１日付け27農振第2326号農林水産省農村振興局長通知）
別紙１の別表の１の（１）の基盤整備）において、助成対象とならない優良
品種系統等への改植・高接及びこれと一体的に行う園地改良にあっては、上
記に定める事業規模以上についても実施できるものとする。
・地域の実情等に応じ、事業費の低減を図るため適切と認める場合には、直
営施工を推進するものとする。
・用地の買収若しくは賃借に要する費用又は補償費については、「土地改良事
業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱について」（昭和38年３月23日付け農
地第251号（設）農林省農地局長通知）を準用するものとする。
・水田農業構造改革対策実施要綱に基づく水田農業構造改革対策の円滑な推
進を図るため、極力、通年施行方式（水田農業構造改革対策実施要綱別紙１
の第５の１の（３）の土地改良通年施行をいう。）により行うものとする。
・耕作道等を整備する場合にあっては、「かんきつ産地緊急対策事業に係る農
道整備について」（平成元年７月７日付け元農蚕第4392号農林水産省農蚕園芸
局長通知）に準ずるものとする。

ほ場整備
園地改良 ・茶を対象とする場合、作業の機械化による省力化及び低コスト化を前提と

し、既存園の整理に伴う処理、うね向き変更等をいうものとする。
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取組名 品目 面積要件 留意事項
畑作物・地域
特産物

ホップ
染料作物 ３ヘクタール

果樹 果樹農業振興特別
措置法施行令（昭
和36年 政 令 第145
号）第２条に定め
る果樹

10ヘクタール

上記以外の果樹 ３ヘクタール
野菜 露地野菜 ５ヘクタール

施設野菜 ３ヘクタール
花き 露地花き　　　 ３ヘクタール

施設花き ２ヘクタール

ウ　配分基準通知第１の２の（１）のアに規定する優先枠のうち、中山間地域の競争力強化に向けた体制整
備の取組であって、地域別農業振興計画に基づき行われるものについては、都道府県知事が、中山間地域
の競争力強化のために特に必要と認める場合に限り、イの定めによらず、本事業に取り組むことができる
ものとする。

５　産地基幹施設等の基準
　要綱別表１のⅠのメニューの欄の１の（１）の耕種作物小規模土地基盤整備、飼料作物作付及び家畜放牧等
条件整備、耕種作物産地基幹施設整備、畜産物産地基幹施設整備については、次のとおりとする。

産地基幹施設等 補助対象基準
耕種作物小規模土地基盤整備 ・市町村又は事業実施地区全体の土地基盤整備の計画に留意しつつ、事前に

土地改良事業を実施する土地基盤関係部局との調整を十分に行うものとする。
・受益面積は、原則として１ヘクタール以上５ヘクタール未満とする。
　ただし、果樹及び茶の取組のうち、土地改良事業（農山漁村振興交付金実
施要領（平成28年４月１日付け27農振第2326号農林水産省農村振興局長通知）
別紙１の別表の１の（１）の基盤整備）において、助成対象とならない優良
品種系統等への改植・高接及びこれと一体的に行う園地改良にあっては、上
記に定める事業規模以上についても実施できるものとする。
・地域の実情等に応じ、事業費の低減を図るため適切と認める場合には、直
営施工を推進するものとする。
・用地の買収若しくは賃借に要する費用又は補償費については、「土地改良事
業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱について」（昭和38年３月23日付け農
地第251号（設）農林省農地局長通知）を準用するものとする。
・水田農業構造改革対策実施要綱に基づく水田農業構造改革対策の円滑な推
進を図るため、極力、通年施行方式（水田農業構造改革対策実施要綱別紙１
の第５の１の（３）の土地改良通年施行をいう。）により行うものとする。
・耕作道等を整備する場合にあっては、「かんきつ産地緊急対策事業に係る農
道整備について」（平成元年７月７日付け元農蚕第4392号農林水産省農蚕園芸
局長通知）に準ずるものとする。

ほ場整備
園地改良 ・茶を対象とする場合、作業の機械化による省力化及び低コスト化を前提と

し、既存園の整理に伴う処理、うね向き変更等をいうものとする。
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産地基幹施設等 補助対象基準
耕
種
作
物
小
規
模
土
地
基
盤
整
備

優良品種系統等への改植・
高接

・果樹を対象とする場合、優良品種系統等への改植又は高接の農業経営上の
損失を踏まえ、当該地域の品種構成、対象となる園地の樹齢及び樹勢等を勘
案し、長期的にみてどちらの手法がより効果的であるかを十分検討の上、次
に掲げる（ａ）から（ｅ）までに定めるところにより実施できるものとする。
（ａ）優良品種系統等への改植・高接の実施に当たっては、傾斜地に立地す

ることが多い果樹産地の実状にかんがみ、労働生産性の向上による中長
期的な産地の維持及び発展を図る観点から、園地改良との一体的な実施
や、耕作道等について、特に留意するものとする。

（ｂ）交付対象とする「優良品種系統等」は、「果樹農業振興基本方針」（平
成22年７月12日公表）及びその関連通知並びに都道府県が定める計画並
びに果樹産地構造改革計画に即したものとする。

　　　なお、当該地域の自然的条件並びに極早生みかん対策に係る計画の策
定及びその取組状況等から、高品質果実生産が確実に行われると認めら
れる場合を除き、「優良品種系統等」には極早生みかん系統を含まないも
のとする。

（ｃ）優良品種系統等であっても、原則として、転換元と同じ品種系統等へ
の転換は対象としないものとする。ただし、わい化栽培等客観的なデー
タに基づき大幅な生産性向上に資すると都道府県知事が認める技術を新
たに導入する場合にあっては、この限りではない。

（ｄ）園地の移動を伴う場合は、移動元の園地に該当する面積のみを交付対
象とするものとする。

（ｅ）事業実施主体は、優良品種系統等への改植・高接の対象となった園地
の管理状況の把握に努め、受益農業者又はその後継者等により、継続的
な営農及び適正な管理が行われるよう、継続的に指導を実施するものと
する。

・茶の場合にあっては、茶の需要動向を踏まえ、より付加価値の高い、特色
ある種の導入を図ることを基本とし、当該産地の品種構成についても十分に
検討の上、次に掲げる（ａ）から（ｃ）までに定めるところにより実施でき
るものとする。
（ａ）事業の実施に当たっては、園地改良と一体的に実施する場合、病害虫

の伝染源となる恐れがあると認められる場合その他の特に必要が認めら
れる場合に限るものとする。

（ｂ）交付の対象とする「優良品種系統等」とは、農林水産省登録品種、都
道府県の育成品種等とする。なお、優良品種系統等であっても、転換元
と同じ品種への改植については、原則として交付対象外とするものとす
る。

　　　ただし、摘採作業の効率性の大幅な向上に資する機械化又は共同化等
により、品種の分散によることなく、茶園管理の十分な生産性が確保さ
れると都道府県知事が認める場合にあっては、この限りではない。

（ｃ）園地の移動を伴う場合は、移動元の園地に該当する面積のみを交付対
象とする。

・桑の場合にあっては、園地改良等と一体的に実施する場合、化を推進する
場合及びその他の特に必要が認められるものに限るものとする。
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産地基幹施設等 補助対象基準
耕
種
作
物
小
規
模
土
地
基
盤
整
備

優良品種系統等への改植・
高接

・果樹を対象とする場合、優良品種系統等への改植又は高接の農業経営上の
損失を踏まえ、当該地域の品種構成、対象となる園地の樹齢及び樹勢等を勘
案し、長期的にみてどちらの手法がより効果的であるかを十分検討の上、次
に掲げる（ａ）から（ｅ）までに定めるところにより実施できるものとする。
（ａ）優良品種系統等への改植・高接の実施に当たっては、傾斜地に立地す

ることが多い果樹産地の実状にかんがみ、労働生産性の向上による中長
期的な産地の維持及び発展を図る観点から、園地改良との一体的な実施
や、耕作道等について、特に留意するものとする。

（ｂ）交付対象とする「優良品種系統等」は、「果樹農業振興基本方針」（平
成22年７月12日公表）及びその関連通知並びに都道府県が定める計画並
びに果樹産地構造改革計画に即したものとする。

　　　なお、当該地域の自然的条件並びに極早生みかん対策に係る計画の策
定及びその取組状況等から、高品質果実生産が確実に行われると認めら
れる場合を除き、「優良品種系統等」には極早生みかん系統を含まないも
のとする。

（ｃ）優良品種系統等であっても、原則として、転換元と同じ品種系統等へ
の転換は対象としないものとする。ただし、わい化栽培等客観的なデー
タに基づき大幅な生産性向上に資すると都道府県知事が認める技術を新
たに導入する場合にあっては、この限りではない。

（ｄ）園地の移動を伴う場合は、移動元の園地に該当する面積のみを交付対
象とするものとする。

（ｅ）事業実施主体は、優良品種系統等への改植・高接の対象となった園地
の管理状況の把握に努め、受益農業者又はその後継者等により、継続的
な営農及び適正な管理が行われるよう、継続的に指導を実施するものと
する。

・茶の場合にあっては、茶の需要動向を踏まえ、より付加価値の高い、特色
ある種の導入を図ることを基本とし、当該産地の品種構成についても十分に
検討の上、次に掲げる（ａ）から（ｃ）までに定めるところにより実施でき
るものとする。
（ａ）事業の実施に当たっては、園地改良と一体的に実施する場合、病害虫

の伝染源となる恐れがあると認められる場合その他の特に必要が認めら
れる場合に限るものとする。

（ｂ）交付の対象とする「優良品種系統等」とは、農林水産省登録品種、都
道府県の育成品種等とする。なお、優良品種系統等であっても、転換元
と同じ品種への改植については、原則として交付対象外とするものとす
る。

　　　ただし、摘採作業の効率性の大幅な向上に資する機械化又は共同化等
により、品種の分散によることなく、茶園管理の十分な生産性が確保さ
れると都道府県知事が認める場合にあっては、この限りではない。

（ｃ）園地の移動を伴う場合は、移動元の園地に該当する面積のみを交付対
象とする。

・桑の場合にあっては、園地改良等と一体的に実施する場合、化を推進する
場合及びその他の特に必要が認められるものに限るものとする。
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優良品種系統等への改植・
高接

・果樹を対象とする場合、優良品種系統等への改植又は高接の農業経営上の
損失を踏まえ、当該地域の品種構成、対象となる園地の樹齢及び樹勢等を勘
案し、長期的にみてどちらの手法がより効果的であるかを十分検討の上、次
に掲げる（ａ）から（ｅ）までに定めるところにより実施できるものとする。
（ａ）優良品種系統等への改植・高接の実施に当たっては、傾斜地に立地す

ることが多い果樹産地の実状にかんがみ、労働生産性の向上による中長
期的な産地の維持及び発展を図る観点から、園地改良との一体的な実施
や、耕作道等について、特に留意するものとする。

（ｂ）交付対象とする「優良品種系統等」は、「果樹農業振興基本方針」（平
成22年７月12日公表）及びその関連通知並びに都道府県が定める計画並
びに果樹産地構造改革計画に即したものとする。

　　　なお、当該地域の自然的条件並びに極早生みかん対策に係る計画の策
定及びその取組状況等から、高品質果実生産が確実に行われると認めら
れる場合を除き、「優良品種系統等」には極早生みかん系統を含まないも
のとする。

（ｃ）優良品種系統等であっても、原則として、転換元と同じ品種系統等へ
の転換は対象としないものとする。ただし、わい化栽培等客観的なデー
タに基づき大幅な生産性向上に資すると都道府県知事が認める技術を新
たに導入する場合にあっては、この限りではない。

（ｄ）園地の移動を伴う場合は、移動元の園地に該当する面積のみを交付対
象とするものとする。

（ｅ）事業実施主体は、優良品種系統等への改植・高接の対象となった園地
の管理状況の把握に努め、受益農業者又はその後継者等により、継続的
な営農及び適正な管理が行われるよう、継続的に指導を実施するものと
する。

・茶の場合にあっては、茶の需要動向を踏まえ、より付加価値の高い、特色
ある種の導入を図ることを基本とし、当該産地の品種構成についても十分に
検討の上、次に掲げる（ａ）から（ｃ）までに定めるところにより実施でき
るものとする。
（ａ）事業の実施に当たっては、園地改良と一体的に実施する場合、病害虫

の伝染源となる恐れがあると認められる場合その他の特に必要が認めら
れる場合に限るものとする。

（ｂ）交付の対象とする「優良品種系統等」とは、農林水産省登録品種、都
道府県の育成品種等とする。なお、優良品種系統等であっても、転換元
と同じ品種への改植については、原則として交付対象外とするものとす
る。

　　　ただし、摘採作業の効率性の大幅な向上に資する機械化又は共同化等
により、品種の分散によることなく、茶園管理の十分な生産性が確保さ
れると都道府県知事が認める場合にあっては、この限りではない。

（ｃ）園地の移動を伴う場合は、移動元の園地に該当する面積のみを交付対
象とする。

・桑の場合にあっては、園地改良等と一体的に実施する場合、化を推進する
場合及びその他の特に必要が認められるものに限るものとする。
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優良品種系統等への改植・
高接

・果樹を対象とする場合、優良品種系統等への改植又は高接の農業経営上の
損失を踏まえ、当該地域の品種構成、対象となる園地の樹齢及び樹勢等を勘
案し、長期的にみてどちらの手法がより効果的であるかを十分検討の上、次
に掲げる（ａ）から（ｅ）までに定めるところにより実施できるものとする。
（ａ）優良品種系統等への改植・高接の実施に当たっては、傾斜地に立地す

ることが多い果樹産地の実状にかんがみ、労働生産性の向上による中長
期的な産地の維持及び発展を図る観点から、園地改良との一体的な実施
や、耕作道等について、特に留意するものとする。

（ｂ）交付対象とする「優良品種系統等」は、「果樹農業振興基本方針」（平
成22年７月12日公表）及びその関連通知並びに都道府県が定める計画並
びに果樹産地構造改革計画に即したものとする。

　　　なお、当該地域の自然的条件並びに極早生みかん対策に係る計画の策
定及びその取組状況等から、高品質果実生産が確実に行われると認めら
れる場合を除き、「優良品種系統等」には極早生みかん系統を含まないも
のとする。

（ｃ）優良品種系統等であっても、原則として、転換元と同じ品種系統等へ
の転換は対象としないものとする。ただし、わい化栽培等客観的なデー
タに基づき大幅な生産性向上に資すると都道府県知事が認める技術を新
たに導入する場合にあっては、この限りではない。

（ｄ）園地の移動を伴う場合は、移動元の園地に該当する面積のみを交付対
象とするものとする。

（ｅ）事業実施主体は、優良品種系統等への改植・高接の対象となった園地
の管理状況の把握に努め、受益農業者又はその後継者等により、継続的
な営農及び適正な管理が行われるよう、継続的に指導を実施するものと
する。

・茶の場合にあっては、茶の需要動向を踏まえ、より付加価値の高い、特色
ある種の導入を図ることを基本とし、当該産地の品種構成についても十分に
検討の上、次に掲げる（ａ）から（ｃ）までに定めるところにより実施でき
るものとする。
（ａ）事業の実施に当たっては、園地改良と一体的に実施する場合、病害虫

の伝染源となる恐れがあると認められる場合その他の特に必要が認めら
れる場合に限るものとする。

（ｂ）交付の対象とする「優良品種系統等」とは、農林水産省登録品種、都
道府県の育成品種等とする。なお、優良品種系統等であっても、転換元
と同じ品種への改植については、原則として交付対象外とするものとす
る。

　　　ただし、摘採作業の効率性の大幅な向上に資する機械化又は共同化等
により、品種の分散によることなく、茶園管理の十分な生産性が確保さ
れると都道府県知事が認める場合にあっては、この限りではない。

（ｃ）園地の移動を伴う場合は、移動元の園地に該当する面積のみを交付対
象とする。

・桑の場合にあっては、園地改良等と一体的に実施する場合、化を推進する
場合及びその他の特に必要が認められるものに限るものとする。
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堆肥等生産施設 ・堆肥の原料として生ゴミ等農業系外未利用有機性資源を利用する場合は、
堆肥化に適さないプラスチック、ガラス類等の異物の混入を防ぐため、分別
収集されたものを使用する。
・農用地の土壌の重金属による汚染を未然に防止する観点から、次に掲げる
事項について留意するものとする。
（ａ）製造された堆肥は、肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基づく昭和

61年２月22日農林水産省告示第284号（肥料取締法に基づき普通肥料の公
定規格を定める等の件）に規定する基準に適合するものとする。

（ｂ）製造された堆肥の施用に当たっては、「土壌の汚染に係る環境基準につ
いて」（平成３年８月23日環境庁告示第46号）及び「農用地における土壌
中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準」（昭和59年11月８日付け環水土
第149号環境庁水質保全局長通知）（土壌１kg につき亜鉛120mg 以下）に
留意し、施用地区において品質・土壌分析を実施しながら施設を運営す
るものとする。

堆肥流通施設 ・堆肥の流通を促進するための袋詰、貯蔵等の設備を備えた施設とし、既存
の堆肥舎等の有効活用若しくは堆肥の円滑な流通や安定供給を目的として設
置されるものであり、設置に当たっては、既存の堆肥舎等の設置位置、生産
能力、稼働状況、堆肥の需要等を十分に考慮するものとする。

堆肥発酵熱等利用施設 ・有機物供給施設より排出される熱、ガス等の農業用温室等への有効活用を
図るための施設であり、併せて省エネルギーモデル温室についても整備でき
るものとする。

地域資源肥料化処理施
設

・地域の未利用又は低利用の有機資源（下水汚泥等有害成分を含むおそれの
高い資源は除く。ただし、有害成分の除去に有効と認められる処理が行われ
ている場合は、この限りではない。）の肥料化に必要な施設や装置（堆肥ペレ
ット化装置等）とする。ただし、当該施設を整備する場合、事業実施地区内
において、当該有機資源由来肥料の目標生産量に対する現況生産量の割合が
40％未満の場合に限る。
・農用地の土壌の重金属による汚染を未然に防止する観点から、次に掲げる
事項について留意するものとする。
（ａ）製造された肥料は、肥料取締法に基づく昭和 61年２月22日農林水産省

告示第284号（肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件）
に規定する基準に適合するものとする。

（ｂ）製造された肥料の施用に当たっては、「土壌の汚染に係る環境基準につ
いて」及び「農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基
準」（土壌１キログラムにつき亜鉛120ミリグラム以下）に留意し、施用
地区において品質・土壌分析を実施しながら施設を運営するものとする。

附帯施設
畜産物産地基幹施設整備

畜産物処理加工施設 ・国産原材料サプライチェーン構築の取組においては、畜産物加工施設のみ
を対象とする。

産地食肉センター ・整備する場合には、次に定める全ての要件に適合するものであること。
（ａ）当該施設は、原則として食肉の流通合理化に係る都道府県計画に基づ

くものであること。
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堆肥等生産施設 ・堆肥の原料として生ゴミ等農業系外未利用有機性資源を利用する場合は、
堆肥化に適さないプラスチック、ガラス類等の異物の混入を防ぐため、分別
収集されたものを使用する。
・農用地の土壌の重金属による汚染を未然に防止する観点から、次に掲げる
事項について留意するものとする。
（ａ）製造された堆肥は、肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基づく昭和

61年２月22日農林水産省告示第284号（肥料取締法に基づき普通肥料の公
定規格を定める等の件）に規定する基準に適合するものとする。

（ｂ）製造された堆肥の施用に当たっては、「土壌の汚染に係る環境基準につ
いて」（平成３年８月23日環境庁告示第46号）及び「農用地における土壌
中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準」（昭和59年11月８日付け環水土
第149号環境庁水質保全局長通知）（土壌１kg につき亜鉛120mg 以下）に
留意し、施用地区において品質・土壌分析を実施しながら施設を運営す
るものとする。

堆肥流通施設 ・堆肥の流通を促進するための袋詰、貯蔵等の設備を備えた施設とし、既存
の堆肥舎等の有効活用若しくは堆肥の円滑な流通や安定供給を目的として設
置されるものであり、設置に当たっては、既存の堆肥舎等の設置位置、生産
能力、稼働状況、堆肥の需要等を十分に考慮するものとする。

堆肥発酵熱等利用施設 ・有機物供給施設より排出される熱、ガス等の農業用温室等への有効活用を
図るための施設であり、併せて省エネルギーモデル温室についても整備でき
るものとする。

地域資源肥料化処理施
設

・地域の未利用又は低利用の有機資源（下水汚泥等有害成分を含むおそれの
高い資源は除く。ただし、有害成分の除去に有効と認められる処理が行われ
ている場合は、この限りではない。）の肥料化に必要な施設や装置（堆肥ペレ
ット化装置等）とする。ただし、当該施設を整備する場合、事業実施地区内
において、当該有機資源由来肥料の目標生産量に対する現況生産量の割合が
40％未満の場合に限る。
・農用地の土壌の重金属による汚染を未然に防止する観点から、次に掲げる
事項について留意するものとする。
（ａ）製造された肥料は、肥料取締法に基づく昭和 61年２月22日農林水産省

告示第284号（肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件）
に規定する基準に適合するものとする。

（ｂ）製造された肥料の施用に当たっては、「土壌の汚染に係る環境基準につ
いて」及び「農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基
準」（土壌１キログラムにつき亜鉛120ミリグラム以下）に留意し、施用
地区において品質・土壌分析を実施しながら施設を運営するものとする。

附帯施設
畜産物産地基幹施設整備

畜産物処理加工施設 ・国産原材料サプライチェーン構築の取組においては、畜産物加工施設のみ
を対象とする。

産地食肉センター ・整備する場合には、次に定める全ての要件に適合するものであること。
（ａ）当該施設は、原則として食肉の流通合理化に係る都道府県計画に基づ

くものであること。
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堆肥等生産施設 ・堆肥の原料として生ゴミ等農業系外未利用有機性資源を利用する場合は、
堆肥化に適さないプラスチック、ガラス類等の異物の混入を防ぐため、分別
収集されたものを使用する。
・農用地の土壌の重金属による汚染を未然に防止する観点から、次に掲げる
事項について留意するものとする。
（ａ）製造された堆肥は、肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基づく昭和

61年２月22日農林水産省告示第284号（肥料取締法に基づき普通肥料の公
定規格を定める等の件）に規定する基準に適合するものとする。

（ｂ）製造された堆肥の施用に当たっては、「土壌の汚染に係る環境基準につ
いて」（平成３年８月23日環境庁告示第46号）及び「農用地における土壌
中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準」（昭和59年11月８日付け環水土
第149号環境庁水質保全局長通知）（土壌１kg につき亜鉛120mg 以下）に
留意し、施用地区において品質・土壌分析を実施しながら施設を運営す
るものとする。

堆肥流通施設 ・堆肥の流通を促進するための袋詰、貯蔵等の設備を備えた施設とし、既存
の堆肥舎等の有効活用若しくは堆肥の円滑な流通や安定供給を目的として設
置されるものであり、設置に当たっては、既存の堆肥舎等の設置位置、生産
能力、稼働状況、堆肥の需要等を十分に考慮するものとする。

堆肥発酵熱等利用施設 ・有機物供給施設より排出される熱、ガス等の農業用温室等への有効活用を
図るための施設であり、併せて省エネルギーモデル温室についても整備でき
るものとする。

地域資源肥料化処理施
設

・地域の未利用又は低利用の有機資源（下水汚泥等有害成分を含むおそれの
高い資源は除く。ただし、有害成分の除去に有効と認められる処理が行われ
ている場合は、この限りではない。）の肥料化に必要な施設や装置（堆肥ペレ
ット化装置等）とする。ただし、当該施設を整備する場合、事業実施地区内
において、当該有機資源由来肥料の目標生産量に対する現況生産量の割合が
40％未満の場合に限る。
・農用地の土壌の重金属による汚染を未然に防止する観点から、次に掲げる
事項について留意するものとする。
（ａ）製造された肥料は、肥料取締法に基づく昭和 61年２月22日農林水産省

告示第284号（肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件）
に規定する基準に適合するものとする。

（ｂ）製造された肥料の施用に当たっては、「土壌の汚染に係る環境基準につ
いて」及び「農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基
準」（土壌１キログラムにつき亜鉛120ミリグラム以下）に留意し、施用
地区において品質・土壌分析を実施しながら施設を運営するものとする。

附帯施設
畜産物産地基幹施設整備

畜産物処理加工施設 ・国産原材料サプライチェーン構築の取組においては、畜産物加工施設のみ
を対象とする。

産地食肉センター ・整備する場合には、次に定める全ての要件に適合するものであること。
（ａ）当該施設は、原則として食肉の流通合理化に係る都道府県計画に基づ

くものであること。
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堆肥等生産施設 ・堆肥の原料として生ゴミ等農業系外未利用有機性資源を利用する場合は、
堆肥化に適さないプラスチック、ガラス類等の異物の混入を防ぐため、分別
収集されたものを使用する。
・農用地の土壌の重金属による汚染を未然に防止する観点から、次に掲げる
事項について留意するものとする。
（ａ）製造された堆肥は、肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基づく昭和

61年２月22日農林水産省告示第284号（肥料取締法に基づき普通肥料の公
定規格を定める等の件）に規定する基準に適合するものとする。

（ｂ）製造された堆肥の施用に当たっては、「土壌の汚染に係る環境基準につ
いて」（平成３年８月23日環境庁告示第46号）及び「農用地における土壌
中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準」（昭和59年11月８日付け環水土
第149号環境庁水質保全局長通知）（土壌１kg につき亜鉛120mg 以下）に
留意し、施用地区において品質・土壌分析を実施しながら施設を運営す
るものとする。

堆肥流通施設 ・堆肥の流通を促進するための袋詰、貯蔵等の設備を備えた施設とし、既存
の堆肥舎等の有効活用若しくは堆肥の円滑な流通や安定供給を目的として設
置されるものであり、設置に当たっては、既存の堆肥舎等の設置位置、生産
能力、稼働状況、堆肥の需要等を十分に考慮するものとする。

堆肥発酵熱等利用施設 ・有機物供給施設より排出される熱、ガス等の農業用温室等への有効活用を
図るための施設であり、併せて省エネルギーモデル温室についても整備でき
るものとする。

地域資源肥料化処理施
設

・地域の未利用又は低利用の有機資源（下水汚泥等有害成分を含むおそれの
高い資源は除く。ただし、有害成分の除去に有効と認められる処理が行われ
ている場合は、この限りではない。）の肥料化に必要な施設や装置（堆肥ペレ
ット化装置等）とする。ただし、当該施設を整備する場合、事業実施地区内
において、当該有機資源由来肥料の目標生産量に対する現況生産量の割合が
40％未満の場合に限る。
・農用地の土壌の重金属による汚染を未然に防止する観点から、次に掲げる
事項について留意するものとする。
（ａ）製造された肥料は、肥料取締法に基づく昭和 61年２月22日農林水産省

告示第284号（肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件）
に規定する基準に適合するものとする。

（ｂ）製造された肥料の施用に当たっては、「土壌の汚染に係る環境基準につ
いて」及び「農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基
準」（土壌１キログラムにつき亜鉛120ミリグラム以下）に留意し、施用
地区において品質・土壌分析を実施しながら施設を運営するものとする。

附帯施設
畜産物産地基幹施設整備

畜産物処理加工施設 ・国産原材料サプライチェーン構築の取組においては、畜産物加工施設のみ
を対象とする。

産地食肉センター ・整備する場合には、次に定める全ての要件に適合するものであること。
（ａ）当該施設は、原則として食肉の流通合理化に係る都道府県計画に基づ

くものであること。
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衛生管理施設 　　衛生課長通知）を順守するために、都道府県知事（保健所を設置する市
にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新設を指摘した設備
（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できるものに限る。）であ
ること。

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成10年法律第
59号）に基づく高度化基準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は
高度化基盤整備計画の実施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。

ハラール対応施設 ・輸出先国等が定めるハラール認証の基準を順守するために必要な設備であ
ること。

動物福祉対応施設 ・輸出に係る設備であって、輸出先国等が定める動物福祉の基準を順守する
ために必要な設備であること。

環境保全施設 ・汚水処理施設を対象とする場合は、当該施設から発生する汚水を水質汚濁
防止法（昭和45年法律第138号）第３条第１項の規定に定められた排水基準以
下に処理し得る能力を有すること。

TSE対応施設
食鳥処理施設 ・当該施設を整備後の１日当たりの処理能力が、ブロイラーの場合はおおむ

ね5,000羽以上、成鶏の場合はおおむね1,300羽以上の規模となること。
生体受入施設
放血脱羽、中抜き及び
冷却施設

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号）
第３条の規定により都道府県知事が許可し、又は許可する見込みのあるもの
であること。

冷蔵冷凍施設 ・冷蔵保存の場合にあっては５℃以下、冷凍保存の場合にあってはマイナス
20℃以下で保存ができる能力を有すること。

食鳥肉加工施設
輸送施設
給排水施設
その他の施設・設備
副産物等処理施設
衛生管理施設 ・次の（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）の基準に適合すること。

（ａ）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律施行令（平成３年３月25日付け政令第52
号）､食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則（平成２
年６月29日付け厚生省令第40号）を順守するために、都道府県知事（保
健所を設置する市にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新
設を指摘した設備（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できる
ものに限る。）であること ｡

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく高度化基
準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は高度化基盤整備計画の実
施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。
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衛生管理施設 　　衛生課長通知）を順守するために、都道府県知事（保健所を設置する市
にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新設を指摘した設備
（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できるものに限る。）であ
ること。

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成10年法律第
59号）に基づく高度化基準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は
高度化基盤整備計画の実施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。

ハラール対応施設 ・輸出先国等が定めるハラール認証の基準を順守するために必要な設備であ
ること。

動物福祉対応施設 ・輸出に係る設備であって、輸出先国等が定める動物福祉の基準を順守する
ために必要な設備であること。

環境保全施設 ・汚水処理施設を対象とする場合は、当該施設から発生する汚水を水質汚濁
防止法（昭和45年法律第138号）第３条第１項の規定に定められた排水基準以
下に処理し得る能力を有すること。

TSE対応施設
食鳥処理施設 ・当該施設を整備後の１日当たりの処理能力が、ブロイラーの場合はおおむ

ね5,000羽以上、成鶏の場合はおおむね1,300羽以上の規模となること。
生体受入施設
放血脱羽、中抜き及び
冷却施設

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号）
第３条の規定により都道府県知事が許可し、又は許可する見込みのあるもの
であること。

冷蔵冷凍施設 ・冷蔵保存の場合にあっては５℃以下、冷凍保存の場合にあってはマイナス
20℃以下で保存ができる能力を有すること。

食鳥肉加工施設
輸送施設
給排水施設
その他の施設・設備
副産物等処理施設
衛生管理施設 ・次の（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）の基準に適合すること。

（ａ）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律施行令（平成３年３月25日付け政令第52
号）､食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則（平成２
年６月29日付け厚生省令第40号）を順守するために、都道府県知事（保
健所を設置する市にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新
設を指摘した設備（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できる
ものに限る。）であること ｡

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく高度化基
準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は高度化基盤整備計画の実
施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。
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衛生管理施設 　　衛生課長通知）を順守するために、都道府県知事（保健所を設置する市
にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新設を指摘した設備
（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できるものに限る。）であ
ること。

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成10年法律第
59号）に基づく高度化基準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は
高度化基盤整備計画の実施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。

ハラール対応施設 ・輸出先国等が定めるハラール認証の基準を順守するために必要な設備であ
ること。

動物福祉対応施設 ・輸出に係る設備であって、輸出先国等が定める動物福祉の基準を順守する
ために必要な設備であること。

環境保全施設 ・汚水処理施設を対象とする場合は、当該施設から発生する汚水を水質汚濁
防止法（昭和45年法律第138号）第３条第１項の規定に定められた排水基準以
下に処理し得る能力を有すること。

TSE対応施設
食鳥処理施設 ・当該施設を整備後の１日当たりの処理能力が、ブロイラーの場合はおおむ

ね5,000羽以上、成鶏の場合はおおむね1,300羽以上の規模となること。
生体受入施設
放血脱羽、中抜き及び
冷却施設

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号）
第３条の規定により都道府県知事が許可し、又は許可する見込みのあるもの
であること。

冷蔵冷凍施設 ・冷蔵保存の場合にあっては５℃以下、冷凍保存の場合にあってはマイナス
20℃以下で保存ができる能力を有すること。

食鳥肉加工施設
輸送施設
給排水施設
その他の施設・設備
副産物等処理施設
衛生管理施設 ・次の（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）の基準に適合すること。

（ａ）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律施行令（平成３年３月25日付け政令第52
号）､食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則（平成２
年６月29日付け厚生省令第40号）を順守するために、都道府県知事（保
健所を設置する市にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新
設を指摘した設備（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できる
ものに限る。）であること ｡

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく高度化基
準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は高度化基盤整備計画の実
施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。
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衛生管理施設 　　衛生課長通知）を順守するために、都道府県知事（保健所を設置する市
にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新設を指摘した設備
（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できるものに限る。）であ
ること。

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成10年法律第
59号）に基づく高度化基準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は
高度化基盤整備計画の実施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。

ハラール対応施設 ・輸出先国等が定めるハラール認証の基準を順守するために必要な設備であ
ること。

動物福祉対応施設 ・輸出に係る設備であって、輸出先国等が定める動物福祉の基準を順守する
ために必要な設備であること。

環境保全施設 ・汚水処理施設を対象とする場合は、当該施設から発生する汚水を水質汚濁
防止法（昭和45年法律第138号）第３条第１項の規定に定められた排水基準以
下に処理し得る能力を有すること。

TSE対応施設
食鳥処理施設 ・当該施設を整備後の１日当たりの処理能力が、ブロイラーの場合はおおむ

ね5,000羽以上、成鶏の場合はおおむね1,300羽以上の規模となること。
生体受入施設
放血脱羽、中抜き
及び冷却施設

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号）
第３条の規定により都道府県知事が許可し、又は許可する見込みのあるもの
であること。

冷蔵冷凍施設 ・冷蔵保存の場合にあっては５℃以下、冷凍保存の場合にあってはマイナス
20℃以下で保存ができる能力を有すること。

食鳥肉加工施設
輸送施設
給排水施設
その他の施設・設備
副産物等処理施設
衛生管理施設 ・次の（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）の基準に適合すること。

（ａ）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律施行令（平成３年３月25日付け政令第52
号）､食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則（平成２
年６月29日付け厚生省令第40号）を順守するために、都道府県知事（保
健所を設置する市にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新
設を指摘した設備（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できる
ものに限る。）であること ｡

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく高度化基
準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は高度化基盤整備計画の実
施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。
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衛生管理施設 　　衛生課長通知）を順守するために、都道府県知事（保健所を設置する市
にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新設を指摘した設備
（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できるものに限る。）であ
ること。

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成10年法律第
59号）に基づく高度化基準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は
高度化基盤整備計画の実施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。

ハラール対応施設 ・輸出先国等が定めるハラール認証の基準を順守するために必要な設備であ
ること。

動物福祉対応施設 ・輸出に係る設備であって、輸出先国等が定める動物福祉の基準を順守する
ために必要な設備であること。

環境保全施設 ・汚水処理施設を対象とする場合は、当該施設から発生する汚水を水質汚濁
防止法（昭和45年法律第138号）第３条第１項の規定に定められた排水基準以
下に処理し得る能力を有すること。

TSE対応施設
食鳥処理施設 ・当該施設を整備後の１日当たりの処理能力が、ブロイラーの場合はおおむ

ね5,000羽以上、成鶏の場合はおおむね1,300羽以上の規模となること。
生体受入施設
放血脱羽、中抜き
及び冷却施設

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号）
第３条の規定により都道府県知事が許可し、又は許可する見込みのあるもの
であること。

冷蔵冷凍施設 ・冷蔵保存の場合にあっては５℃以下、冷凍保存の場合にあってはマイナス
20℃以下で保存ができる能力を有すること。

食鳥肉加工施設
輸送施設
給排水施設
その他の施設・設備
副産物等処理施設
衛生管理施設 ・次の（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）の基準に適合すること。

（ａ）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律施行令（平成３年３月25日付け政令第52
号）､食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則（平成２
年６月29日付け厚生省令第40号）を順守するために、都道府県知事（保
健所を設置する市にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新
設を指摘した設備（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できる
ものに限る。）であること ｡

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく高度化基
準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は高度化基盤整備計画の実
施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。
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衛生管理施設 　　衛生課長通知）を順守するために、都道府県知事（保健所を設置する市
にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新設を指摘した設備
（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できるものに限る。）であ
ること。

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（平成10年法律第
59号）に基づく高度化基準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は
高度化基盤整備計画の実施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。

ハラール対応施設 ・輸出先国等が定めるハラール認証の基準を順守するために必要な設備であ
ること。

動物福祉対応施設 ・輸出に係る設備であって、輸出先国等が定める動物福祉の基準を順守する
ために必要な設備であること。

環境保全施設 ・汚水処理施設を対象とする場合は、当該施設から発生する汚水を水質汚濁
防止法（昭和45年法律第138号）第３条第１項の規定に定められた排水基準以
下に処理し得る能力を有すること。

TSE対応施設
食鳥処理施設 ・当該施設を整備後の１日当たりの処理能力が、ブロイラーの場合はおおむ

ね5,000羽以上、成鶏の場合はおおむね1,300羽以上の規模となること。
生体受入施設
放血脱羽、中抜き
及び冷却施設

・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号）
第３条の規定により都道府県知事が許可し、又は許可する見込みのあるもの
であること。

冷蔵冷凍施設 ・冷蔵保存の場合にあっては５℃以下、冷凍保存の場合にあってはマイナス
20℃以下で保存ができる能力を有すること。

食鳥肉加工施設
輸送施設
給排水施設
その他の施設・設備
副産物等処理施設
衛生管理施設 ・次の（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）の基準に適合すること。

（ａ）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律施行令（平成３年３月25日付け政令第52
号）､食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則（平成２
年６月29日付け厚生省令第40号）を順守するために、都道府県知事（保
健所を設置する市にあっては市長）が事業実施主体に文書で改善又は新
設を指摘した設備（設計図等から衛生管理施設以外の部分と区分できる
ものに限る。）であること ｡

（ｂ）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく高度化基
準に適合する旨の認定を受けた高度化計画又は高度化基盤整備計画の実
施に必要な設備であること。

（ｃ）輸出に係る設備であって、輸出先国が定める衛生基準等を順守するた
めに必要なものであること。
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ハラール対応施設 ・輸出先国等が定めるハラール認証の基準を順守するために必要な設備であ
ること。

環境保全施設 ・汚水処理施設を対象とする場合は、当該施設から発生する汚水を水質汚濁
防止法第３条第１項に規定する排水基準以下に処理し得る能力を有すること。

鶏卵処理施設 ・当該施設の１日当たりの取扱量がおおむね13トン以上であること。
洗卵選別包装室
冷蔵庫室
冷凍庫室
殺菌装置
洗浄装置
貯蔵タンク
洗卵選別機
検卵装置
その他の設備

畜産物加工施設 ・畜産物の加工のために必要な施設・設備とする。
　ただし、国産原材料サプライチェーン構築の取組であって、中間事業者が
事業実施主体となる場合は、中間事業者が自ら加工を行うことを目的として
整備する施設・設備も対象とする。
・当該施設で扱う製品は、事業に参加する生産者自ら生産した生乳又は食肉
をもとに消費者ニーズに対応するよう加工した牛乳乳製品又は食肉加工品と
する。
・生産者を支援する目的で地方公共団体、公社、農業者の組織する団体又は
これらの者の有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める団体が施設・
設備の整備を行う場合にあっては、当該施設で取り扱う製品は、主に事業実
施地区内で生産された生乳又は食肉をもとに加工した牛乳乳製品又は食肉加
工品とする。
・貸付けについては、地方公共団体、公社、農業者の組織する団体が有する
議決権及び地方公共団体が有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める
団体から、農業者の組織する団体に貸し付ける場合に限るものとする。

家畜市場 ・次に定める要件に適合するものであること。
（ａ）家畜の流通合理化に係る都道府県計画に基づく整備計画を作成し、都

道府県知事による承認を受けていること。
（ｂ）当該家畜市場の１年間における家畜取引頭数がおおむね5,000頭（牛換

算：馬１頭につき１頭、豚、めん羊又は山羊１頭につき0.2頭に換算。以
下同じ。）以上あること、又は整備後においておおむね5,000頭（牛換算）
以上確保されることが見込まれること。ただし、中山間地域（山村振興
法第７条第１項の規定に基づき振興山村に指定された地域及び「農林統
計に用いる地域区分の制定について」において中間農業地域又は山間農
業地域に分類されている地域をいう。）にある家畜市場の整備を実施する
場合は整備後においておおむね3,500頭（牛換算）以上、離島（離島振興
法第２条第１項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された
地域、奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島及び沖縄
振興特別措置法第３条第１号に規定する沖縄をいう。）にある家畜市場の

×第１部-強い農業づくりの支援　2 実施要領_CS５.indd   72 2017/07/30   10:49:40

実施要領

―72―

共同利用施設等 補助対象基準
耕
種
作
物
産
地
基
幹
施
設
整
備

畜
産
物
産
地
基
幹
施
設
整
備

ハラール対応施設 ・輸出先国等が定めるハラール認証の基準を順守するために必要な設備であ
ること。

環境保全施設 ・汚水処理施設を対象とする場合は、当該施設から発生する汚水を水質汚濁
防止法第３条第１項に規定する排水基準以下に処理し得る能力を有すること。

鶏卵処理施設 ・当該施設の１日当たりの取扱量がおおむね13トン以上であること。
洗卵選別包装室
冷蔵庫室
冷凍庫室
殺菌装置
洗浄装置
貯蔵タンク
洗卵選別機
検卵装置
その他の設備

畜産物加工施設 ・畜産物の加工のために必要な施設・設備とする。
　ただし、国産原材料サプライチェーン構築の取組であって、中間事業者が
事業実施主体となる場合は、中間事業者が自ら加工を行うことを目的として
整備する施設・設備も対象とする。
・当該施設で扱う製品は、事業に参加する生産者自ら生産した生乳又は食肉
をもとに消費者ニーズに対応するよう加工した牛乳乳製品又は食肉加工品と
する。
・生産者を支援する目的で地方公共団体、公社、農業者の組織する団体又は
これらの者の有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める団体が施設・
設備の整備を行う場合にあっては、当該施設で取り扱う製品は、主に事業実
施地区内で生産された生乳又は食肉をもとに加工した牛乳乳製品又は食肉加
工品とする。
・貸付けについては、地方公共団体、公社、農業者の組織する団体が有する
議決権及び地方公共団体が有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める
団体から、農業者の組織する団体に貸し付ける場合に限るものとする。

家畜市場 ・次に定める要件に適合するものであること。
（ａ）家畜の流通合理化に係る都道府県計画に基づく整備計画を作成し、都

道府県知事による承認を受けていること。
（ｂ）当該家畜市場の１年間における家畜取引頭数がおおむね5,000頭（牛換

算：馬１頭につき１頭、豚、めん羊又は山羊１頭につき0.2頭に換算。以
下同じ。）以上あること、又は整備後においておおむね5,000頭（牛換算）
以上確保されることが見込まれること。ただし、中山間地域（山村振興
法第７条第１項の規定に基づき振興山村に指定された地域及び「農林統
計に用いる地域区分の制定について」において中間農業地域又は山間農
業地域に分類されている地域をいう。）にある家畜市場の整備を実施する
場合は整備後においておおむね3,500頭（牛換算）以上、離島（離島振興
法第２条第１項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された
地域、奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島及び沖縄
振興特別措置法第３条第１号に規定する沖縄をいう。）にある家畜市場の
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ハラール対応施設 ・輸出先国等が定めるハラール認証の基準を順守するために必要な設備であ
ること。

環境保全施設 ・汚水処理施設を対象とする場合は、当該施設から発生する汚水を水質汚濁
防止法第３条第１項に規定する排水基準以下に処理し得る能力を有すること。
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洗卵選別機
検卵装置
その他の設備

畜産物加工施設 ・畜産物の加工のために必要な施設・設備とする。
　ただし、国産原材料サプライチェーン構築の取組であって、中間事業者が
事業実施主体となる場合は、中間事業者が自ら加工を行うことを目的として
整備する施設・設備も対象とする。
・当該施設で扱う製品は、事業に参加する生産者自ら生産した生乳又は食肉
をもとに消費者ニーズに対応するよう加工した牛乳乳製品又は食肉加工品と
する。
・生産者を支援する目的で地方公共団体、公社、農業者の組織する団体又は
これらの者の有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める団体が施設・
設備の整備を行う場合にあっては、当該施設で取り扱う製品は、主に事業実
施地区内で生産された生乳又は食肉をもとに加工した牛乳乳製品又は食肉加
工品とする。
・貸付けについては、地方公共団体、公社、農業者の組織する団体が有する
議決権及び地方公共団体が有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める
団体から、農業者の組織する団体に貸し付ける場合に限るものとする。
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道府県知事による承認を受けていること。
（ｂ）当該家畜市場の１年間における家畜取引頭数がおおむね5,000頭（牛換

算：馬１頭につき１頭、豚、めん羊又は山羊１頭につき0.2頭に換算。以
下同じ。）以上あること、又は整備後においておおむね5,000頭（牛換算）
以上確保されることが見込まれること。ただし、中山間地域（山村振興
法第７条第１項の規定に基づき振興山村に指定された地域及び「農林統
計に用いる地域区分の制定について」において中間農業地域又は山間農
業地域に分類されている地域をいう。）にある家畜市場の整備を実施する
場合は整備後においておおむね3,500頭（牛換算）以上、離島（離島振興
法第２条第１項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された
地域、奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島及び沖縄
振興特別措置法第３条第１号に規定する沖縄をいう。）にある家畜市場の
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施地区内で生産された生乳又は食肉をもとに加工した牛乳乳製品又は食肉加
工品とする。
・貸付けについては、地方公共団体、公社、農業者の組織する団体が有する
議決権及び地方公共団体が有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める
団体から、農業者の組織する団体に貸し付ける場合に限るものとする。

家畜市場 ・次に定める要件に適合するものであること。
（ａ）家畜の流通合理化に係る都道府県計画に基づく整備計画を作成し、都

道府県知事による承認を受けていること。
（ｂ）当該家畜市場の１年間における家畜取引頭数がおおむね5,000頭（牛換

算：馬１頭につき１頭、豚、めん羊又は山羊１頭につき0.2頭に換算。以
下同じ。）以上あること、又は整備後においておおむね5,000頭（牛換算）
以上確保されることが見込まれること。ただし、中山間地域（山村振興
法第７条第１項の規定に基づき振興山村に指定された地域及び「農林統
計に用いる地域区分の制定について」において中間農業地域又は山間農
業地域に分類されている地域をいう。）にある家畜市場の整備を実施する
場合は整備後においておおむね3,500頭（牛換算）以上、離島（離島振興
法第２条第１項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された
地域、奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島及び沖縄
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をもとに消費者ニーズに対応するよう加工した牛乳乳製品又は食肉加工品と
する。
・生産者を支援する目的で地方公共団体、公社、農業者の組織する団体又は
これらの者の有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める団体が施設・
設備の整備を行う場合にあっては、当該施設で取り扱う製品は、主に事業実
施地区内で生産された生乳又は食肉をもとに加工した牛乳乳製品又は食肉加
工品とする。
・貸付けについては、地方公共団体、公社、農業者の組織する団体が有する
議決権及び地方公共団体が有する議決権の合計が議決権全体の過半を占める
団体から、農業者の組織する団体に貸し付ける場合に限るものとする。

家畜市場 ・次に定める要件に適合するものであること。
（ａ）家畜の流通合理化に係る都道府県計画に基づく整備計画を作成し、都

道府県知事による承認を受けていること。
（ｂ）当該家畜市場の１年間における家畜取引頭数がおおむね5,000頭（牛換

算：馬１頭につき１頭、豚、めん羊又は山羊１頭につき0.2頭に換算。以
下同じ。）以上あること、又は整備後においておおむね5,000頭（牛換算）
以上確保されることが見込まれること。ただし、中山間地域（山村振興
法第７条第１項の規定に基づき振興山村に指定された地域及び「農林統
計に用いる地域区分の制定について」において中間農業地域又は山間農
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以上確保されることが見込まれること。ただし、中山間地域（山村振興
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